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１．プラスチック資源循環等に関する我が国の目標・計画について

・ 2015年（平成27年）9月に「持続可能な開発目標（SDGs）」が国連サミットで採択されたこと等を背景に、近年、国内外に
おいてプラスチック資源循環のあり方の議論が活発化している。

・ こうした中、国内においては、2019年（令和元年）５月に当省を含む関係省庁の連名で「プラスチック資源循環戦略」及
び「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」が策定されたほか、2021年（令和３年）１月には同戦略に基づきバイオ
プラスチックの導入に向けた国の施策方向を示した「バイオプラスチック導入ロードマップ」が策定されたところ。

2019年5月

国連サミットにおいて、SDGｓの採択

プラスチック資源循環戦略の策定

2015年9月

プラスチック資源を総合的に推進するための戦略

〈リデュース〉
①2030年までにワンウェイプラスチックを累積25％排出抑制
〈リユース・リサイクル〉
②2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに
③2030年までに容器包装の６割をリユース・リサイクル
④2035年までに使用済プラスチックを100％リユース・リサイク

ル等により、有効利用
〈再生利用・バイオマスプラスチック〉
⑤2030年までに再生利用を倍増
⑥2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

【マイルストーン】

海洋プラスチックごみ対策アクションプランの策定

新たな汚染を生み出さない世界の実現を目指す
具体的な取組

2021年1月
バイオプラスチック導入ロードマップの策定

バイオプラスチックの現状を整理し、
導入の方向性を示す

各国でプラスチックの資源循環のあり方の議論

製造及びリサイクル技術やシステム、消
費者のライフスタイルのイノベーション
を喚起
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２．プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の成立

・ 国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する観点から、プラスチックに関する包括的な資源循環体制を強化す
る「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が先の国会（第204回通常国会）において成立（令和３年６月
４日公布）。

・ また、同法案に係る審議を経て衆・参両院の環境委員会において付帯決議が行われ、農業用の器具等に係る使用済プラ
スチック使用製品による環境汚染を防止する観点から、環境への流出状況の把握、流出量削減等のための措置、代替製品
の研究開発等が盛り込まれた。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要

第13条
漁具及び農業用の器具等に係る使用済プラス

チック使用製品による環境汚染を防止するため、
これらの環境への流出状況を把握し、その流出量
の削減及び回収のため、漁具マーキングや報告体
制の整備など必要な措置を行うとともに、自然循
環する生分解性素材等による海洋環境に悪影響を
最大限軽減できる代替製品の研究開発に一層努め
ること。

同法案に係る付帯決議（参）
【関係部分の抜粋】

第12条
漁具及び農業用の器具等に係る使用済プラス

チック使用製品による環境汚染を防止するため、
これらの環境への流出状況を把握し、その流出量
の削減のため必要な措置を行うとともに、自然循
環する生分解性素材等による海洋環境に悪影響を
与えない代替製品の研究開発に一層努めること。

同法案に係る付帯決議（衆）
【関係部分の抜粋】

２



３．我が国におけるプラスチックを活用した被覆肥料の現状について

・ プラスチックを活用した被覆肥料は、徐々に肥料成分が溶け出すことから、春に投入することで、①夏場の暑い時期に
おいて作業が大変な「追肥」の手間が省けて、省力化できるとともに、②作物の生育に応じて肥料成分が溶け出すため無
駄が少なく、肥料の投入量も減り、地下水などの水域への栄養分の流出などが抑えられ、環境への負荷も低減できるため、
現在、水稲作を中心に広く利用されているところ。

・ 一方で、使用後の被膜殻がほ場から海洋に流出していることが問題となっています。

プラスチックを活用した被覆肥料 プラスチックを活用した被覆肥料の仕組み

プラスチックを活用した被覆肥料について
（その他の情報）

・プラスチックのコーティング材として、ポリオレフィン系
とポリウレタン系の商品が販売されており、溶出性やほ場
外へ流出する特性・特徴はそれぞれが異なると言われてい
る。
・緩効性肥料として、粒状の製品ではプラスチック以外手法
を用いたものも販売されている（硫黄コート、ウレアホル
ムなど）ほか、液状の製品も販売されている。

資料：ジェイカムアグリ株式会社の資料から抜粋
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４．令和２年度プラスチックを使用した被覆肥料の流出実態調査

時期別肥料殻捕集数

 

（圃場 A） 

前作での施用粒数（推計）：574,560個（a）, 全調査期間の捕集粒数：12,170個（b） 

 b/a≒２％ 

 

（圃場 B） 

前作での施用粒数（推計）：285,912個（a）, 全調査期間の捕集粒数：26,880個（b） 

 b/a≒９％ 

 

 

『結果の概要』

（１）前年作における被覆肥料の施用量より算出し
た施用粒数に対する、今回の調査で流出が確認さ
れた肥料殻の粒数の割合はそれぞれ、2％（圃場
A）、9％（圃場B）であった。

（２）各圃場での肥料殻の時期ごとの流出状況を調
査したところ、全調査期間の流出数に対する代か
き直後（３～４日間）の流出数の割合はそれぞれ
92％（圃場A）、99％（圃場B）であった。

『まとめ』

（１）前年作の施用粒数に対する流出粒数の割合
は１割未満であり、また全調査期間の流出数に対
する代かき直後の流出数の割合は９割以上で
あった。このため、代かき直後に流出対策を講じる
ことで圃場外への肥料殻の流出を大幅に減少さ
せることができる可能性があることが明らかになっ
た。

（２）肥料殻の流出防止対策としては、排水口での
捕集が有効と考えられる。
また、浮遊した肥料殻は、風により水田壁面に吹
き寄せられることから、それらの捕集も有効な対策
となると考えられた。
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